
 

 

 

 

 新型コロナウイルスの影響で休校が続いていましたが、6月に入り、ようやく学校が本格的に再開しました。

学校再開から約1ヶ月が経とうとしていますが、リズムは取り戻せたでしょうか？ 7月の初めには考査も行わ

れます。日々の授業をしっかり受け、頑張りましょう！ 

 今回の生徒指導部通信ではネットパトロール（北海道児童生徒コミュニケーション見守り活動）と金銭事故

防止と服装頭髪について取り上げます。 

 

■ ネットパトロール（北海道児童生徒コミュニケーション見守り活動） 

 前号の生徒指導部通信からもわかるように今の時代、スマートフォン・携帯電話は大半の人が日常生活に欠

かせないものとなっています。しかし、その一方で使い方を誤ると思わぬトラブルに巻き込まれるなど身近に

危険があるのも事実です。 

 

具体的なトラブルの例としては、                         

① ネットいじめ 

・SNS上に何気なく送った言葉や写真でいじめの加害者になってしまう場合がある。 

・インターネット上で人を傷つける書き込みは人権侵害。犯罪となることも。 

② 個人情報の公開 

 ・Twitter等のSNS上にクラスメートや部活動の仲間の名前、写真、動画を掲載し、個人が特定される。 

 ・撮影した写真が悪用され、ネット上に広まってしまい、削除することができない。 

 など他にもたくさんのトラブルが発生しています。 

 

そこで不適切な利用で様々なトラブルに発展しないよう学校、教育委員会及び地域が一体となって、児童生

徒のネットコミュニケーションを見守る活動のことを北海道児童生徒コミュニケーション見守り活動といい、

具体的な活動内容の1つとしてネットパトロールがあります。ネットパトロールはネット上の検索エンジン等

を利用して、学校名又は学校名の略称等と、適当な用語を組み合わせるなどして検索し、表示されるサイト内

の書き込み内容等を、目視により確認し、児童生徒の不適切な書き込みを発見した場合、該当の書き込みの削

除など指導を行います。本校の先生方も定期的にネットパトロールを実施しています。 

 

 子どもたちのネット利用は大人の見守りが必要となります。そこでご家庭でもお願いしたいことが3つあり

ます。よろしくお願いします。 

 

 ① 安全のためにフィルタリング設定の確認 

   ネット犯罪の被害にあった18歳未満の95%がフィルタリングを使っていません。安全のためにもフィ

ルタリングの利用をお願いします。 

 ② 子どものネット利用状況の把握 

③ 子どもと話し合い、ルール作り 

 

 身近で便利だからこそ、正しい利用を心掛けなければなりません。トラブルに巻き込まれてからでは遅いの

で、日ごろから意識して利用するようにしましょう！ 
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■ 金銭事故防止について 

 貴重品の管理をしっかりしましょう。残念ながら盗難などの金銭トラブルは絶えません。本校で最近は発

生していませんが、過去に発生しています。油断せずに自分が被害者とならないように、個人での貴重品の管

理と未然防止に努めていきましょう。特に移動教室の際は、教室の中に誰もいない状況があると思いますので

気を付けるようにしましょう。 
 

 ＜学校生活で金銭事故防止として意識してほしいこと＞ 

 ① 多額のお金を不用意に学校へ持ってこない！ 検定や模試代などやむを得ずに持ってくる場合は、朝の

うちに担任の先生へ渡す、もしくは預ける！ 

 ② 基本は貴重品を常に身に着けておく！ 机などに置きっぱなしにしない！ 

 ③ 席を離れる際はカバンのチャックを閉める！ チャックが開いてる状態は”取ってください”と言って

いるようなもの！ 

 ④ 移動教室などで教室の中に誰もいなくなるときは、教室の電気を消してドアを閉めること！ これも防

犯意識につながります。電気がついていてドアが開いていたら誰でも入りやすくなってしまいます。最

後に教室を出る人は電気とドアの確認をしましょう！ 

 ⑤ むやみに誰もいない教室に入らないこと！ 何かあったときに自分ではなかったとしても疑われてしま

います。 

 

以上5つが金銭事故防止の面からみんなに意識してもらいたいことです。みんなで意識し合って安心で安全

な学校生活を送れるようにしましょう！ 万が一盗難にあったり、怪しいなと思ったりした場合はすぐに先生

方へ知らせてください。 

窃盗や万引きは立派な犯罪です。くれぐれも校内・校外問わず被害者はもちろんのこと、加害者側にもなら

ないように！ 

 

■ 服装頭髪について 

 4月と6月に服装頭髪検査を実施しました。大きな問題はありませんでした。今後もルールを守って正しい

身だしなみを意識しましょう！ そして6月からは夏季略装期間に入りました。改めて夏季略装のルールと特

に注意してほしいことをまとめておきます。 

＜夏季略装＞ 

・ ブレザー、ネクタイ、リボンを着用しなくてもよい。 

  ただし、ブレザーを着用した場合はネクタイ・リボンをつける。 

・ 女子はベストを着用。 

・ ポロシャツ着用可。 

＜特に注意してほしいこと＞ 

・ シャツの裾、ボタン、ネクタイ・リボンを緩めない。 

・ シャツは上から２つめのボタンまで閉める。 

・ 職員室入室時にはシャツ・ネクタイ・リボンをチェックし、きちんとした状態で入室すること。 

・ スカートの裾は膝頭の範囲に収める。 

・ 化粧は認めない。 

・ ピアスや樹脂ピアス、指輪、ネックレス等の装飾品をつけない。 

みんなでルールを守って楽しい学校生活にしていきましょう！ 


